
議

案

第

四

十

号

 

 
 

 

港

区

街

づ

く

り

推

進

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

七

年

六

月

十

七

日

 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭

 

  
 

 

港

区

街

づ

く

り

推

進

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

港

区

街

づ

く

り

推

進

事

務

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

 

す

る

。

 

 

別

表

一

の

部

三

十

七

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

      

 

 

 

三
十
七
の
二 

建

築
基
準
法
第
五

十
八
条
に
規
定

す
る
高
度
地
区

に
関
す
る
都
市

計
画
に
基
づ
く

建
築
物
の
絶
対

高
さ
制
限
の
特

例
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審

査 

 

高
度
地
区
に

お
け
る
建
築

物
の
絶
対
高

さ
制
限
の
特

例
認
定
申
請

手
数
料
○
○

○
○
○ 

あ
あ
あ 

二
万
八
千
円 

あ
あ
あ 

認
定
申
請 

の
と
き
。 

○ あ
あ
あ 

 
 



                 

高
度
地
区
に

お
け
る
建
築

物
の
絶
対
高

さ
制
限
の
特

例
許
可
申
請

手
数
料
○
○

○
○
○ 

あ
あ
あ 

三
十
七
の
三 

建

築
基
準
法
第
五

十
八
条
に
規
定

す
る
高
度
地
区

に
関
す
る
都
市

計
画
に
基
づ
く

建
築
物
の
絶
対

高
さ
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
○ 

 

許
可
申
請 

の
と
き
。 

○ あ
あ
あ 

十
六
万
円 

あ
あ
あ 

三
十
七
の
三 

建

築
基
準
法
第
五

十
八
条
に
規
定

す
る
都
市
計
画

で
定
め
る
高
度

地
区
の
計
画
書

に
基
づ
く
建
築

物
の
絶
対
高
さ

例
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審

査
○
○
○ 

 

高
度
地
区
に

お
け
る
建
築

物
の
高
さ
制

限
の
特
例
許

可
申
請
手
数

料
○
○ 

あ
あ
あ 

十
六
万
円 

あ
あ
あ 

許
可
申
請

の
と
き
。

○ あ
あ
あ 

 三
十
七
の
四 

建

築
基
準
法
第
五

十
八
条
に
規
定

す
る
高
度
地
区

に
関
す
る
都
市

計
画
に
基
づ
く

建
築
物
の
絶
対

高
さ
制
限
に
係

る
経
過
措
置
に

よ
る
適
用
除
外

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

○
○
○ 

 

高
度
地
区
に

お
け
る
建
築

物
の
絶
対
高

さ
制
限
の
適

用
除
外
に
係

る
認
定
申
請

手
数
料
○
○

○ あ
あ
あ 

二
万
八
千
円 

 

あ
あ
あ 

認
定
申
請 

の
と
き
。 

○ あ
あ
あ 

 



 
 

 
   

付 
則

 

 

こ

の

条

例

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号

）

に

基

づ

き

区

が

定

め

る

高

度

地

区

に

絶

対

高

さ

制

限

を

導

入

す

る

こ

と

に

伴

い

、

制

限

の

緩

和

の

特

例

等

に

関

す

る

認

定

申

請

及

び

許

可

申

請

の

手

数

料

を

新

設

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 

 

三
十
七
の
四 

建

築
基
準
法
第
五

十
八
条
に
規
定

す
る
都
市
計
画

で
定
め
る
高
度

地
区
の
計
画
書

に
基
づ
く
建
築

物
の
絶
対
高
さ

制
限
に
係
る
経

よ
る
適
用
除
外

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

○
○
○ 

 

高
度
地
区
に

お
け
る
建
築

物
の
絶
対
高

さ
制
限
の
適

用
除
外
に
係

る
認
定
申
請

手
数
料
○
○

○ あ
あ
あ 

二
万
八
千
円 

 

あ
あ
あ 

認
定
申
請 

の
と
き
。 

○ あ
あ
あ 

 


